
バイオマス・ニッポン総合戦略とバイオマス活用推進基本計画

バイオマス利活用の重要性が認識
→バイオマス・ニッポン総合戦略

低炭素社会の実現・農山漁村の活性化に向け、
更なるバイオマスの利活用の推進の必要性

→バイオマス活用推進基本計画
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バイオマス利活用の重要性に対する社会的認知
が高まったことを受け、政府の発意で総合戦略を
策定。

基本理念 ４項目

１ 地球温暖化の防止
２ 循環型社会の形成
３ 競争力のある新たな戦略的産業の育成
４ 農林漁業、農山漁村の活性化

・市町村におけるバイオマスタウン構築
・都道府県については定めなし

※バイオマスタウンとは･･･地域関係者の幅広い
連携の下、バイオマスを地域の実情に即して
総合的に利活用している地域
・平成２２年１月末現在、２２４地区公表
・バイオマスタウンアドバイザー、１００人以上

低炭素社会の実現が我が国の最重要課題の一つ
となる中で、バイオマス利活用のさらなる加速化が
求められることとなり、議員立法によりバイオマス活
用推進基本法が成立。同法に基づく法定計画とし
て位置付け。

基本理念 １１項目

バイオマスの利活用に対する成熟度が増してきた
ことも踏まえ、バイオマス・ニッポンの基本理念４つ
に加え、エネルギー供給源の多様化など合わせて
１１項目に基本理念が増加

・市町村によるバイオマス活用推進計画の策定
・都道府県の位置づけの明確化
→都道府県による推進計画の策定

※地方公共団体の計画の位置付け
・法に基づく計画へ格上げ
・ただし、現時点で記載事項の明示なし
（基本計画に、記載事項を規定？？）
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平成14年12月

バイオマス・ニッポン総合戦略を閣議決定

地球温暖
化の防止

循環型社
会の形成

戦略的産
業の育成

農山漁村
の活性化

平成18年３月

バイオ燃料の利用促進

バイオマスタウン構築の加速化

総合戦略を見直し新たに閣議決定

目標：平成22年度までに300地区程度

バイオマスはカーボンニュートラルという特
性。
化石資源を抑制し、地球温暖化防止に貢献。

廃棄物の発生を抑制し、限りある資源を有効
活用する循環型社会へ移行。

バイオマスが新たにエネルギー、新素材等に
向けられることにより、全く新しい産業と新
たな雇用の創出が期待。

環境問題は世界的な課題であり、日本発の戦
略的産業として将来的な発展も期待。

わが国は、温暖・多雨な気候であり、バイ
オマスが豊富。

バイオマスの利活用を推進することで、農
業、農村社会の新たな可能性を拓く。

見直しのポイント

国産バイオ燃料の利用促進

○ 平成１４年１２月、政府は、バイオマスの利活用を政府一体となって総合的かつ計画
的に進めるため、バイオマス・ニッポン総合戦略を閣議決定。（関係７府省）

○ さらに平成１８年３月には主に「バイオマスタウン構築の加速化」と「バイオ燃料の利
用促進」の観点から総合戦略を見直した。

※関係７府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）

アジア等海外との連携

バイオマス利活用の成果の海外へ
の普及等

バイオマス・ニッポン総合戦略



バイオマス活用推進基本法（平成21年法律第52号）の概要（平成21年9月12日施行）

基本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事
項を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ
計画的に推進する。

目 的

基本理念

○ 総合的、一体的かつ効果的な推進

○ 地球温暖化の防止に向けた推進
○ 循環型社会の形成に向けた推進

○ 産業の発展及び国際競争力の強
化への寄与

○ 農山漁村の活性化等に資する推進

○ バイオマスの種類ごとの特性に
応じた最大限の利用

○ エネルギー供給源の多様化

○ 地域の主体的な取組の促進

○ 社会的気運の醸成

○ 食料の安定供給の確保

○ 環境の保全への配慮

バイオマス活用推進基本計画等の策定

国のバイオマス活用推進
基本計画

都道府県・市町村の
バイオマス活用推進計画

国の施策

地方公共団体の施策

責務・連携の強化

国、地方公共団体、事業者等の責務の明確化とそれぞれの主体の連携の強化

その

バイオマス活用推進会議

① 政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用の
総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、バイオマス活用推進会議を設
けるものとする。

② 関係行政機関は、バイオマスの活用に関し専門的知識を有する者によって
構成するバイオマス活用推進専門家会議を設け、①の調整を行うに際しては、
意見を聴くものとする。

※ ①及び②の会議の設置及びその調整については、農林水産省に事務局を
設置して行うものとする。

○ 必要な基盤の整備
○ バイオマスを供給する事業の創出
○ 技術の研究開発・普及
○ 人材の育成・確保
○ バイオマス製品の利用の促進

○ 民間団体の自発的な活動の促進
○ 地方公共団体の活動の促進
○ 国際的な連携・国際協力の推進
○ 情報の収集
○ 国民の理解の増進

等のために必要な施策を講ずる。

国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸
条件に応じたその他の施策を総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施する。

法制上の措置等

政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、
財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

総合的な施策の推進による農山漁村の活性化、循環型社会の実現
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